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 など 11項目が列挙されているが、この「等」が拡大解釈さ

れた疑いがある。 

 さらに、桜を見る会の前日に開いた夕食会費用について、

安倍事務所が参加者から１人５千円を集め、ホテル名義の

領収書を発行したそうだ。報道では、ニューオータニでの

会食は１人１万円以上とある。もし、５千円では足りずに

差額を事務所側が負担していれば、公選法が禁じる選挙区

内での寄付行為に当たる可能性もある。また、これらの支

出は政治資金収支報告書に記載する必要があり、政治資金

規正法違反の疑いもある。 

 また、今年４月 13 日に開催された「桜を見る会」の招待

者名簿を、内閣府が５月９日に廃棄したと説明している。

議員が資料要求した当日のことだった。公金を使用する招

待である以上、公文書管理法に従って適切に管理すること

が必要であるし、自民党鳥取県連の石破さんも派閥会合で、

「やっぱり名簿はちゃんと残しておかなきゃいかん」と 

語った。 

 以上述べてきたように、桜を見る会については、招待範

囲が妥当であったかどうか、実態解明と問題の是正が必要

である。具体的には、①桜を見る会の招待者範囲の適正化、

②不適切な招待は無かったかの検証、③公文書の管理期間

の見直し、④国民への説明責任の全うが求められている。 

 

▼陳情事項 

 桜を見る会について、鳥取県議会から国に対し、①招待

者範囲の適正化、②不適切な招待は無かったかの検証、③

公文書の管理期間の見直し、④国民への説明責任の全うを

求める意見書を提出すること。 
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